
■問＝問い合わせ先 ■申＝申し込み ■対＝対象者 ■¥ ＝費用 ■先＝先着順で受け付ける定員 ■抽＝申し込み多数の場合は
抽選する定員 ■休＝休館・休園日 ♥＝託児、手話通訳などあり。料金表示のないものは無料です（有料広告を除く）お知らせいろいろ 【申し込みについて】市役所への郵便物は〒 660－ 8501（住所不要）で届きます。受け付け開始日の記載のない先着順の受け付け開始は５月６

日からです。ファクス、はがき、往復はがきでの申し込みには、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入してください

お
知
ら
せ

経
済
セ
ン
サ
ス 
活
動
調
査

の
実
施　

ID
１
０
２
４
４
０
２

全
国
の
企
業
・
事
業
所
を
対

象
に
同
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

５
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問

し
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
■問
情
報
公
開
・
統
計

担
当
☎
６
４
８
９
・
６
１
５
０
。

ご
注
意
を

！
各
種
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
を
停
止

ID
１
０
０
３
５
４
４

５
月
１
日

〜
５
日
終
日
、

メ
ン
テ
ナ
ン

ス
の
た
め
同

サ
ー
ビ
ス
を

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。■問

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
裏
表
紙
参

照
）。

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊジ

ェ
イ

ー
Ａ

ア
ラ
ー
ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
の
全

国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を
実

施　
ID
１
０
０
２
９
７
０

５
月
19
日
㈬
午
前
11
時
、
市

内
に
あ
る
屋
外
拡
声
器
（
主
に

河
川
沿
い
や
臨
海
部
に
設
置
）

な
ど
か
ら
、
防
災
行
政
無
線
に

よ
る
訓
練
放
送
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
同
シ
ス
テ
ム
は
、
津
波

情
報
や
緊
急
地
震
速
報
な
ど
瞬

時
に
対
処
が
必
要
な
情
報
を
市

民
に
伝
達
す
る
も
の
で
す
。
■問

災
害
対
策
課
☎
６
４
８
９
・
６

１
６
５
。

納
税
は
お
早
め
に

ID
①
１
０
０
３
５
０
９
②
１
０

２
４
４
３
６

①
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
（
第
１
期
分
）、
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
②
自
動
車
税
（
種
別

割
）
│
│
の
納
期
限
は
５
月
31

日
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
は
電
話
で
相
談

を
。
■問
①
納
税
課
☎
６
４
８
９・

６
２
７
４
②
西
宮
県
税
事
務
所

☎
０
７
９
８
・
３
９ 

・
６
１
１

３
。

ご
利
用
を

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
事
業　

ID
１
０
０
４
３
４
５

道
路
な
ど
公
共
の
空
間
に
設

置
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
①
購

入
費
・
工
事
費
②
更
新
費
│
│

を
補
助
し
ま
す
。
補
助
額
は
①

県
と
市
で
合
わ
せ
て
最
大
16
万

円
②
市
の
み
で
最
大
８
万
円
。

■対
①
県
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

補
助
事
業
の
採
択
を
受
け
た
②

同
事
業
の
採
択
を
受
け
て
６
年

以
上
設
置
し
、
破
損
し
た
防
犯

カ
メ
ラ
を
取
り
換
え
よ
う
と
す

る
│
│
地
域
団
体
■申
６
月
30
日

ま
で
に
直
接
市
役
所
中
館
8
階

生
活
安
全
課
☎
６
４
８
９
・
６

５
０
２
。
審
査
あ
り
。

吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
等

助
成
事
業　

ID
１
０
０
３
８
５
３

①
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用

す
る
建
築
物
な
ど
（
解
体
予
定

の
な
い
も
の
が
対
象
）
の
吹
き

付
け
建
材
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
含

ま
れ
て
い
る
か
の
調
査
②
露
出

し
て
吹
き
付
け
ら
れ
て
い
る
ア

ス
ベ
ス
ト
の
除
去
│
│
に
掛
か

る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。
補
助
額
は
①
対
象
経
費
相

当
額
。
限
度
額
25
万
円
②
対
象

経
費
の
３
分
の
１
以
内
。
限
度

額
２
０
０
万
円
。
■申
直
接
市
役

所
北
館
５
階
建
築
指
導
課
☎
６

４
８
９
・
６
６
４
７
。
予
算
額

に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

傍　
聴

政
策
推
進
会
議

ID
１
０
０
７
９
６
６

５
月
24
日
㈪
午
前
９
時
30
分

か
ら
、
市
役
所
北
館
４
階
４
ー

１
会
議
室
で
。
■抽
10
人
。
希
望

者
は
開
始
時
刻
の
15
分
前
ま
で

に
直
接
市
役
所
北
館
４
階
総
合

政
策
局
企
画
管
理
課
☎
６
４
８

９
・
６
１
２
９
。

公
営
企
業
審
議
会

ID
１
０
２
２
８
４
９

５
月
25
日
㈫
午
前
10
時
30
分

か
ら
、
尼
崎
商
工
会
議
所
で
。

■抽
10
人
。
希
望
者
は
開
始
時
刻

の
30
分
前
ま
で
に
直
接
会
場
へ

■問
上
下
水
道
部
経
営
企
画
課
☎

６
４
８
９
・
７
４
０
５
。

地
域
公
共
交
通
会
議（
部
会
）

ID
１
０
０
７
７
０
４

５
月
31
日
㈪
午
後
３
時
か

ら
、
小
田
南
生
涯
学
習
プ
ラ
ザ

で
。
■抽
10
人
。
希
望
者
は
開
始

時
刻
の
30
分
前
ま
で
に
直
接
会

場
へ
■問
都
市
政
策
課
☎
６
４
８

９
・
６
１
４
８
。募　

集
　

子
ど
も
・
子
育
て
審
議
会
の

市
民
委
員

ID
１
０
０
７
７
６
１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
な
ど
の
進
捗
に
つ
い
て
審

議
す
る
市
民
委
員
１
人
を
。
任

期
は
２
年
間
。
■対
５
月
１
日
現

お知らせ
いろいろ

ID 1003108　■問福祉課☎ 6489－ 6348■FAX 6489 － 6329民生児童委員について
5 月 12 日は民生委員・児童委員の日です
民生児童委員は地域の安心を支えるさまざまな福祉
に関する活動を行っています。
お住まいの地域の民生児童委員を知りたいときは、
社会福祉協議会支部事務局（右下表参照）にお問い合わ
せください。　
◆民生児童委員とは　地域の身近な相談窓口、見守
り役として活動しているボランティアで、民生委員法
で設置が定められ、厚生労働大臣から委嘱された特別
職（非常勤）の地方公務員です。守秘義務があり、無報
酬で地域福祉の担い手として活動しています。
◆活動内容　地域の高齢者などに、訪問や声掛けを

行う「友愛訪問」や地域の子育て世帯が孤立しないよう
に、子育て中の親が子どもと気軽に遊べる広場を開設
するなど、子どもから高齢者まで幅広く地域住民の支
援を行っています。

社会福祉協議会
支部事務局 問い合わせ先

中央支部 ☎6482－1790■FAX 6489－9300
小田支部 ☎6488－5443■FAX 6488－5459
大庄支部 ☎6419－8225■FAX 6419－8226
立花支部 ☎6427－7770■FAX 6429－7007
武庫支部 ☎6431－7884■FAX 6431－9542
園田支部 ☎4950－0410■FAX 6491－2364

在
、
市
内
に
１
年
以
上
住
ん
で

い
る
５
歳
以
下
の
人
の
保
護
者

■申
５
月
１
日
〜
14
日
に
フ
ァ
ク

ス
（
生
年
月
日
、
E
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
、
子
ど
も
の
年
齢
・
生

年
月
日
・
通
園
〈
所
〉
先
、
応

募
動
機
も
書
い
て
）
か
直
接

ユ
ー
ス
交
流
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も

青
少
年
課
☎
６
４
２
３
・
９
９

９
６
■FAX
６
４
０
９
・
４
３
５
５
。

選
考
あ
り
。

生
活
保
護
新
シ
ス
テ
ム
導
入

業
務
の
委
託
事
業
者

ID
１
０
２
４
７
０
４

同
業
務
を
行
う
事
業
者
を
。

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
選
考
し

ま
す
。
■対
一
定
の
要
件
を
満
た

す
法
人
な
ど
■申
５
月
17
日
〜

28
日
に
所
定
の
用
紙
を
直
接
北

部
保
健
福
祉
管
理
課
☎
４
９
５

０
・
０
２
４
８
。

猪
名
川
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

猪
名
川
、
藻
川
の
情
報
提
供

な
ど
を
行
う
モ
ニ
タ
ー
若
干
名

を
。
任
期
は
７
月
〜
来
年
６
月
。

■対
同
河
川
付
近
に
住
む
成
人
■申

５
月
31
日
ま
で
に
■問
猪
名
川
河

川
事
務
所
☎
０
７
２
・
７
５
１
・

１
９
８
６
。
選
考
あ
り
。

求　
人

南
北
障
害
者
支
援
課
の
会
計

年
度
任
用
職
員

ID
１
０
１
０
７
０
５

障
害
者
相
談
支
援
等
相
談
員

３
人
。
■対
▽
社
会
福
祉
士
か
精

神
保
健
福
祉
士
に
登
録
さ
れ
て

い
る
▽
保
健
師
免
許
を
持
つ
▽

社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
を
持

ち
、
保
健
福
祉
分
野
で
３
年
以

上
実
務
経
験
が
あ
る
│
│
の
い

ず
れ
か
を
満
た
す
人
。
ほ
か
に

も
要
件
あ
り
■申
５
月
11
日
ま
で

に
所
定
の
用
紙
な
ど
を
直
接
市

役
所
南
館
２
階
障
害
福
祉
政
策

担
当
☎
６
４
８
９
・
６
５
７
７
。

試
験
（
面
接
）
は
５
月
13
日
㈭
。

法
人
指
導
課
の
会
計
年
度
任

用
職
員

ID
①
１
０
２
０
３
３
８
②
１
０

２
２
０
３
６

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
②
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
・
監
査
│
│
を
行

う
人
。
各
１
人
。
■対
４
月
１
日

現
在
59
歳
以
下
で
、
介
護
支
援

専
門
員
か
社
会
福
祉
士
（
②
は

精
神
保
健
福
祉
士
も
）
の
資
格

を
持
つ
人
。
ほ
か
に
も
要
件
あ

り
■申
５
月
11
日
ま
で
に
所
定
の

用
紙
を
直
接
市
役
所
北
館
３
階

同
課
☎
６
４
８
９
・
６
３
２
１
。

試
験
（
面
接
・
作
文
）
は
５
月

17
日
㈪
。

障
害
者
の
皆
さ
んへ

補
助
犬
を
お
貸
し
し
ま
す

ID
１
０
１
０
３
５
６

■対
▽
県
内
在
住
▽
盲
導
犬
・

介
助
犬
・
聴
導
犬
が
い
る
と
社

会
生
活
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

な
る
▽
視
覚
障
害
１
・
２
級
か

肢
体
不
自
由
１
・
２
級
、
聴
覚

障
害
２
級
│
│
な
ど
の
人
■¥

飼
育
費
な
ど
は
自
己
負
担
■申
５

月
11
日
ま
で
に
申
請
書
な
ど
を

直
接
市
役
所
南
館
１
階
障
害
福

祉
課（
☎
６
４
８
９
・
６
３
９

７
■FAX
６
４
８
９
・
６
３
５
１
）

か
南
部
障
害
者
支
援
課（
☎
６

４
１
５
・
６
２
４
６
■FAX
６
４
３

０
・
６
８
０
３
）、
北
部
障
害

者
支
援
課（
☎
４
９
５
０
・
０

３
７
４
■FAX
６
４
２
８
・
５
１
１

８
）。
選
考
あ
り
。

点
字
表
示
シ
ー
ル
貼
り
付
け

希
望
者
は
登
録
を

ID
１
０
０
４
２
８
９

市
役
所
か
ら
発
送
す
る
文
書

に
、
発
送
元
の
課
名
と
電
話
番

号
の
点
字
表
示
シ
ー
ル
を
貼
り

付
け
ま
す
。
■対
市
内
在
住
の
視

覚
障
害
者
（
児
）
■申
５
月
14
日

ま
で
に
電
話
で
障
害
福
祉
課
☎

６
４
８
９
・
６
３
９
７
。
す
で

に
登
録
済
み
の
人
は
再
登
録
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

肢
体
障
害
者
移
動
相
談

ID
１
０
０
４
２
４
８

６
月
18
日
㈮
午
前
９
時
30
分

〜
正
午
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
で
、
補
装
具
の
支
給
判

定（
新
規
・
修
理
）を
。
■対
市
内

在
住
の
肢
体
障
害
者（
修
理
は

以
前
に
支
給
判
定
を
受
け
た
人

の
み
）■先
30
人
■申
６
月
１
日
ま

で
に
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ

て
直
接
市
役
所
南
館
１
階
障
害

福
祉
課
か
南
北
障
害
者
支
援
課

（
上
記
事
参
照
）、
各
地
区
保
健・

福
祉
申
請
受
付
窓
口
。

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー月

〒
６
６
１
の
０
０
２
４

三
反
田
町
１
丁
目
１
の
１

☎
６
４
２
３
・
０
０
１
５

　
６
４
２
３
・
０
０
５
４

■FAX

■休

各
種
催
し

①
e
n
j
o
y  
バ
ス
ケ 　
5

月
28
日
〜
来
年
３
月
25
日
午
後

４
時
30
分
〜
６
時
計
10
回
。

②
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
A

・

B　

５
月
26
日
〜
８
月
26
日
午
後
１

時
15
分
〜
２
時
30
分
計
６
回
。

③
音
楽
♪ 

元
気
体
操
リ
ズ
ム

で
ポ
ン
!!　
6
月
12
日
〜
９
月

21
日
午
前
10
時
15
分
〜
11
時
30

分
計
４
回
。

い
ず
れ
も
■対
18
歳
以
上
の
①

知
的
障
害
者
②
③
障
害
者
■抽
①

12
人
②
③
10
人
■申
５
月
１
日

〜
15
日
に
電
話
か
直
接
同
セ
ン

タ
ー
。

体
の
相
談
会

①
５
月
25
日
㈫
②
６
月
25
日

㈮
午
後
３
時
〜
４
時
30
分
、
作

業
療
法
士
に
よ
る
相
談
を
。
■対
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ID 1024795　■問高齢介護課☎ 6489－ 6356

介護職員初任者研修などの受講料を助成します

新たな介護人材の発掘と介
護職員の資質向上のため、▷
介護職員初任者研修▷介護福
祉士実務者研修――の受講料
の一部を助成します。
対象などは右表の通り。
◆助成額　【個人】受講料の２分の１【法人】負担し
た受講料の３分の２。いずれも上限６万円。
■申５月１日から所定の用紙などを郵送か直接市役所
北館３階高齢介護課。なお、助成を受けるには研修を修
了した翌日から１年以内に申請が必要です。予算額に達

し次第終了します。

対 象 要 件

個人
▷市内の介護保険サービス事業所で勤務している
か、勤務予定である▷４月１日以降に対象の研修を
受講した▷受講料をすでに支払った――などの要件
を満たす人

法人
▷市内で介護保険サービス事業所を運営している▷
同事業所で勤務しているか、勤務予定の人が、４月
１日以降に対象の研修を受講した▷その受講料の４
分の３以上を負担した――などの要件を満たす法人




